
第49回セミナー 第１部①（2025年9月27日）

法務省

改正区分所有法の主な内容

       ～ 2026.4.1施行 ～

    NPO法人マンション管理者協会

       マンション管理士  東南 健二

（橋本 匡弘 弁護士 代理）



総会決議要件の緩和



建物の区分所有等に関する法律

2026.4.1 から

2026.3.31 まで









→ 所有者✕ 管理人？
（区分所有法38条の２）

→ 所有者〇 管理人✕

→ 国外所有者✕ 国内管理人〇
(区分所有法6条の２２項四号）

総会で議決権行使するのは誰？

管理者への通知が前提



管理者への通知が前提

裁判所の認定が前提



（議事）
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及
び議決権の各過半数で決する。

第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分
所有者（議決権を有しないものを除く。）及びその議決権の各過半数で決する。

総会：普通決議（区分所有法）

2026.4.1 以降

「所在不明所有者」を除外 出席 = 当日参加＋委任状＋議決権行使書

マンション規約への影響については、「国交省マン
ション標準管理規約の改正内容」の部で解説



2026.4.1 以降

区分所有者及び議決権（総数）の4分の3以上

出席した区分所有者及びその議決権の４分の３以上

（with 「過半数出席」の成立要件）

規約で厳しくできる

固定！

総会：3/4特別決議の①（区分所有法）

「国交省マンション標準管理規約の改正内容」の部で解説



2026.4.1 以降

区分所有者及び議決権（総数）の4分の3以上

出席した区分所有者及びその議決権の４分の３以上

（with 「過半数出席」の成立要件）

規約で厳しくできる

規約で緩くできる

＞1/2 ～ 3/4

総会：3/4特別決議の②（区分所有法）

「国交省マンション標準管理規約の改正内容」の部で解説



2026.4.1 以降

区分所有者及び議決権（総数）の4分の3以上

出席した区分所有者及びその議決権の３分の２以上

（with 「過半数出席」の成立要件）

規約で厳しくできる

固定！

総会：2/3特別決議の①（区分所有法）

「国交省マンション標準管理規約の改正内容」の部で解説



2026.4.1 以降

区分所有者及び議決権（総数）の4分の3以上

出席した区分所有者及びその議決権の３分の２以上

（with 「過半数出席」の成立要件）

規約で厳しくできる

規約で緩くできる

＞1/2 ～ 2/3

総会：2/3特別決議の②（区分所有法）

「国交省マンション標準管理規約の改正内容」の部で解説



2026.3.31 まで 2026.4.1 から

区分所有者及び議決権（総数）の○分の○以上「建替え等」

建替え ５分の４

「客観的緩和事由」なし

５分の４

「客観的緩和事由」あり

４分の３

建物更新（一棟リノベ） 全員の賛成

「客観的緩和事由」なし
５分の４

「客観的緩和事由」あり

４分の３

取壊し 全員の賛成

「客観的緩和事由」なし
５分の４

「客観的緩和事由」あり

４分の３

2026.4.1以降、所在不明所有者を除外総会：4/5決議の①（区分所有法）

さらに、政令指定災害による建物の大規模一部もしくは全部滅失の場合 → ３分の２（改正被災マンション法 第５条第2項）



改正区分所有法第62条2項
※（特定）要除却認定と呼ばれていたもの



2026.3.31 まで 2026.4.1 から

区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分価格（総数）
の○分の○以上

「敷地売却等」

建物敷地売却 全員の賛成*

「客観的緩和事由」なし

５分の４

「客観的緩和事由」あり

４分の３

建物取壊し敷地売却 全員の賛成*

「客観的緩和事由」なし

５分の４

「客観的緩和事由」あり

４分の３

＊現法でも、特定要除却認定がある場合は５分の４で敷地売却決議を行える

2026.4.1以降、所在不明所有者を除外

さらに、政令指定災害による建物の大規模一部もしくは全部滅失の場合 → ３分の２（改正被災マンション法 第５条第2項）

総会：4/5決議の②（区分所有法）



第49回セミナー 第１部②（2025年9月27日）

国土交通省

マンション標準管理規約

       ～ 主な改正内容 ～

    NPO法人マンション管理者協会

       マンション管理士  東南 健二



６か月

明日から６か月の間に何を優先して行うべきか？



＜改正内容（条文番号は単棟型）＞

第47条：総会決議における多数決要件の見直し
第43条：総会招集時の通知事項等の見直し
第46条：総会における議決権行使の代理人
第31条の３（新）：国内管理人制度の活用に係る手続き
第67条の３（新）：所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き
第67条の４（新）：所有者不明専有部分管理制度を活用する際の手続き
第67条の５（新）：管理不全専有部分管理制度を活用する際の手続き
第23条：他の区分所有者の専有部分の保存請求
第21条：専有部分の使用等を伴う共用部分の管理
第20条：区分所有者の責務
第28条：修繕積立金の使途
第24条の２（新）：共用部分等に係る保険金・損害賠償請求権の代理行使
第32条の２（新）：防火管理者の業務内容



国交省標準管理規約第71条（単棟型）規約外事項

規約改正が間に合わなかった場合は・・・

改正区分所有法  附則（抜粋）：法改正に伴う経過措置

有効な法令の中から探し出す必要あり！



総会の会議及び議事
単棟型→第47条
複合用途型→51条

団地型→第49条（棟総会は第73条）

出席の○○以上

総数の○○以上



普通決議でも「議案の要領（決議内容の要約）」が必要になった！

→ 改正区分所有法第35条1項に明記された「強行規定」である。

出席 = 当日参加＋委任状＋議決権行使書

改正版第47条（単棟型）：総会の会議及び議事（普通決議）

改正版第43条（単棟型）総会の招集（抜粋）



第47条（単棟型）：総会の会議及び議事（3/4特別決議）

区分所有法：
第58条（義務違反者に対する専有部分の使用禁止請求）
第59条（同、区分所有権の競売請求）
第60条（同、占有者に対する引渡し請求）

出席 = 当日参加＋委任状＋議決権行使書



第47条（単棟型）：総会の会議及び議事（2/3特別決議）

出席 = 当日参加＋委任状＋議決権行使書



第47条（単棟型）：総会の会議及び議事（マンション再生①）

さらに、政令指定災害による建物の大規模一部滅失もしくは全部滅失の場合 → ３分の２
（改正被災マンション法 第５条第2項）



第47条（単棟型）：総会の会議及び議事（マンション再生②）

さらに、政令指定災害による建物の大規模一部滅失もしくは全部滅失の場合 → ３分の２
（改正被災マンション法 第５条第2項）



団地型



＜改正内容（条文番号は単棟型）＞

第47条：総会決議における多数決要件の見直し
第43条：総会招集時の通知事項等の見直し
第46条：総会における議決権行使の代理人
第31条の３（新）：国内管理人制度の活用に係る手続き
第67条の３（新）：所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き
第67条の４（新）：所有者不明専有部分管理制度を活用する際の手続き
第67条の５（新）：管理不全専有部分管理制度を活用する際の手続き
第23条：他の区分所有者の専有部分の保存請求
第21条：専有部分の使用等を伴う共用部分の管理
第20条：区分所有者の責務
第28条：修繕積立金の使途
第24条の２（新）：共用部分等に係る保険金・損害賠償請求権の代理行使
第32条の２（新）：防火管理者の業務内容



第46条（単棟型）：総会における議決権行使の代理人（抜粋）

・国内管理人の「集会における議決権行使」の権限については、
改正区分所有法第６条２項四号に明記されているので「強行規定」である！

・所有者不明専有部分管理人の議決権行使代理権は、区分所有法には明記されていない
（強行規定ではない）ので、規約に『第７項』を追加する／しないは自由！



消防法（昭和23 年法律第186 号）第８条の規定により、居住者数が50人（消防法施行
令別表第１ 16 項イに該当する場合は30人）以上ある集合住宅において、建物の管理権原
者に防火管理者の選任が義務付けられていることに鑑み、本条の規定を確認的に設けたも
のである。

第32条の２（単棟型）：防火管理者



2025年9月末までに改訂版をHPに公表！



ご清聴ありがとうございました





設計管理方式から責任施工方式への回帰

設計管理方式 責任施工方式

1. １級建築士事務所（管理会社推薦）

2. 劣化診断調査・工事仕様書等作成
（１級建築士事務所）

3. 修繕業者公募（管理会社）

4. 見積書提出（修繕業者選出）⇒ 談合

5. プレゼンテーション（３社程度）⇒ 質疑応答

6. 最安値見積書提出業者選出

1. 修繕業者公募（募集媒体：建通新聞社）

2. ★１級建築士・マンション管理士選出

3. 申込書に「経営事項審査報告書」を添付

P点（修繕業者の総合評点）⇒700点以上
Y点（経営状況評点） ⇒700点以上
過去２～３年の決算書 ⇒財務分析

4. 劣化診断・工事仕様書・見積書を提出

5. プレゼンテーション（３社）⇒質疑応答

6. 業者選出



https://www.kentsu.co.jp/
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